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向島藤ノ木学区スポーツ施設跡地における新駐車場の整備について 

 

 

１ 公社の向島藤ノ木学区スポーツ施設跡地（以下「ＮＡＳ跡地」という。）に

ついては，平成２７年１１月に防犯上の問題や老朽化等により建物を解体し，

その後は未利用であったところ，平成２９年３月に策定された「向島まちづく

りビジョン（以下「ビジョン」という。）」において，向島の活性化のため，「住

民の意見を踏まえながら利用の検討を進める」よう定められました。 

２ 一方，同ビジョンでは，向島ニュータウンの活性化のため，国道２４号線沿

いに新たな賑わい施設を整備していく方針が打ち出され，地元の意見を踏まえ

た結果，公社の第４・５駐車場を賑わい施設用地として活用することとなり，

現在活用事業者の公募を実施しております。 

３ この第４・５駐車場の閉鎖にあたっては，現利用者の移転先の確保に加えて，

賑わい施設誘致後の新たな駐車場ニーズにも対応していく必要があることか

ら，公社が保有するＮＡＳ跡地を当面の間，新たな駐車場用地として転用し，

活用することとしましたので御報告いたします。 

 

 

１ 新駐車場の概要（案） 

名  称  向島第３駐車場 ※欠番となっている３番を採用 

区 画 数  １０９区画 

仕  様  一般車両向け駐車区画 ２，５００mm×５，５００mm 以上 

      防犯カメラ（リース予定），照明器具，外周フェンス（一部目隠し） 

 

 

２ 新駐車場の整備スケジュール 

５月 
向島まちづくりビジョン推進会議にて報告（１６日） 

地元住民へのチラシ配布・掲示等による周知（２１日以降） 

６月上旬 工事開始（工事期間約２ヶ月，７月末完成予定） 

８月上旬 供用開始 
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【付近見取り図】 

 

 

向島藤ノ木学区 

スポーツ施設跡地 

（第３駐車場） 

にぎわい施設用地 

（第４・５駐車場） 


